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都道府県における新たな医師確保対策実施体制のイメージ
平成29年10月11日 第12回医師需給
分科会資料1から抜粋（一部改変）

都道府県医療審議会

医療法の規定により権限に属する事項や、都道府県知事の諮問に応じて、
当該都道府県における医療提供体制の確保に関する重要事項を調査、審議

医師、歯科医師、薬剤師、患者代表及び学識経験者等

役割

構成員

【医師確保計画】 ○都道府県内における医師の確保方針
○都道府県内において確保すべき医師数の目標値
○目標の達成に向けた各種施策
・医師が少ない地域に対する医師派遣の在り方
・医師養成課程を通じた医師の地域定着策 等

医療計画に記載す
る「医師の確保に
関する事項」

地域医療対策協議会

都道府県が具体的な医師確保対策等を実施するに当たり、その実効性を高
めるための「協議の場」

医師確保対策上、主要な役割を果たす関係者

役割

構成員

具体的な実施方法等
の協議・調整

医療法の一部改正
（平成30年7月）

協議事項
（例）

医
師
派
遣
等

医
師
養
成
関
係

医師派遣の具体的な実施方法

へき地の医師確保のための具体的な調整

地域枠・地元枠の具体的な設定

専門医の配置に関する調整

臨床研修施設の定員に関する調整

医師確保対策の推進に
関するその他の会議体

⇒機能を移管
※特別な事情がある場合には、
ワーキンググループとして
存続させることも可能

地域医療支援センター
運営委員会

へき地医療支援機構
運営委員会

専門医協議会

臨床研修連絡協議会
※任意の団体
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地域医療対策協議会
の機能強化



和歌山県医療対策協議会について（その1）
設置根拠
◆医療法 第30条の23 第1項
・都道府県は、同項各号の管理者その他の関係者との協議の場（医療対策協議会）を設
け、医師の確保を図るために必要な事項について協議を行う

◆地域医療対策協議会運営指針（厚生労働省医政局 平成30年7月25日）
・地域医療対策協議会の設置主体は、都道府県とする

◆附属機関の設置等に関する条例 第2条
・知事の附属機関として、次の表の右欄に掲げる事務を処理させるため、それぞれ同表左欄に
掲げる機関を置く

附属機関の名称 担任する事務

和歌山県医療対策協議会 医療法(昭和23年法律第205号)第30条の23第1項の医療
従事者の確保についての重要事項の調査審議に関する事務

2



和歌山県医療対策協議会について（その2）
構成員
◆医療法 第30条の23 第1項各号
・条文では、「次に掲げる者の管理者その他の関係者」とし、１号から７号まで規定

◆地域医療対策協議会運営指針（厚生労働省医政局 平成30年7月25日）
・地域医療対策協議会の構成員は、都道府県のほか、原則として次に掲げる者の管理者そ
の他の関係者を全て含むものとする

・協議会の実効的かつ効率的な運営を確保するため、構成員は必要性を精査し、極力人数
を絞る必要があるため、特定の者が複数の構成員の要件を満たす場合は、兼務可能とする

① 特定機能病院
② 地域医療支援病院
③ 公的医療機関
④ 臨床研修病院
⑤ 民間病院
⑥ 診療に関する学識経験者の団体
⑦ 医師養成機関（大学）

⑧ 社会医療法人
⑨ 独立行政法人国立病院機構
⑩ 独立行政法人地域医療機能推進機構
⑪ 地域の医療関係団体
⑫ 関係市町村
⑬ 地域住民を代表する団体
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和歌山県医療対策協議会について（その3）
協議事項
◆医療法 第30条の23 第2項
・条文では、協議会において協議する事項は次に掲げる事項とし、１号から６号まで規定

◆地域医療対策協議会運営指針（厚生労働省医政局 平成30年7月25日）
・地域医療対策協議会においては、医師の確保を図るために必要な次に掲げる事項について
協議する

※臨床研修に関する事項については、2020年度以降の協議事項

① キャリア形成プログラムに関する事項
② 医師の派遣に関する事項
③ キャリア形成プログラムに基づき医師が不足している地域に派遣された医師の能力の開
発及び向上に関する継続的な援助に関する事項

④ 医師が不足している地域に派遣された医師の負担軽減のための措置に関する事項
⑤ 医師法の規定によりその権限に属された事項
（専門研修に対する意見、臨床研修病院の指定※、研修医の定員の設定※）

⑥ その他医師の確保を図るために必要な事項
（地域医療支援センター活動計画 等）
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